
南知多町教育委員会（平成３０年５月定例会）会議録 

 

開閉会の日時 

 

平成３０年５月２４日（木）  午後 １時３０分 開会 

               午後 ４時３７分 閉会 

開 催 場 所  南知多町総合体育館 第一会議室 

出席した構成員 

 

大森宏隆教育長、大岩芳子教育長職務代理者、池戸義久委員、 

日比淳子委員、小久保五資委員、坂口薫史委員 

説明のため出席 

した職員 

 

 山下雅弘教育部長兼学校教育課長、森 崇史社会教育課長    

宮本政明学校給食センター所長、蟹江敏広指導主事      

鈴木和芳学校教育課学校教育係長   

議 事 日 程  別紙のとおり 

会 議 の 経 過 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別 紙）  平成３０年５月 定例教育委員会 会議日程 

                      日 時 平成３０年５月２４日（木） 

                午後１時３０分 

                       場 所 南知多町総合体育館第一会議室 

日程１ 会議録の承認 

 

日程２ 教育長報告 

 

日程３ 議案第１５号  南知多町いじめ防止基本方針の改定について  

 

日程４ 議案第１６号 南知多町指定文化財の指定について（馬場区の山車） 

 

日程５ 議案第１７号 南知多町指定文化財の指定について（大井区の山車） 

 

日程６ 議案第１８号 南知多町指定文化財の指定について（東端区のからくり人形） 

 

日程７ 議案第１９号 教育委員会事務評価委員の選任について 

 

日程８ 協議・報告事項その他自由討議 

(1) 平成３０年度小中学校旅行・集団宿泊的行事について 

 

(2) 不審者情報・緊急情報共有化広域ネットワーク活用訓練について 

 

(3) 後援申込みについて 

 

(4) 平成３０年度就学援助について 

 

(5) 平成３０年度小中学校児童生徒数等の基本調査の結果について 

  

(6) 今後の児童生徒見込みについて                                

 

 (7) 学校教育課関係の行事予定等について 

 

(8) 社会教育課関係の行事予定等について 

 

(9) 学校給食センター関係の事業等について 

 

(10) その他      

７月、８月定例教育委員会の日程について 
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大森教育長 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

日比委員 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

日比委員 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただ今より、５月定例教育委員会を開会いたします。 

本日は、私と教育委員５名が出席であり、会議は成立いたします。 

会期は規則の定めるところにより、本日１日限りといたします。 

 

それでは、「日程１の会議録の承認について」に入ります。 

前回４月定例会の会議録を回しますので、ご確認願います。 

 

 （前回の会議録を回し、各委員署名を行った。） 

 

それでは、次に移ります。 

「日程２の教育長報告」につきまして、私から報告させていただき

ます。（４月定例教育委員会以降参加した知多地方教育事務協議会・幹

事会、愛知県町村教育長協議会、町校長会議を始め、会議その他各行

事等の状況について、報告・説明した。） 

 

私からの報告は以上であります。 

ご質問等がありましたら、お受けします。 

  

町校長会議の報告の中で、部活動に係る課題として、部活動指導員

について説明がありましたが、これは中学校だけのことなのか、小学

校のクラブ活動にも当てはまることなのでしょうか。 

 

部活動指導員制度は、学校教育法施行規則において中学校の部活動

について位置づけられており、実技指導や学校外での大会等への引率

などを職務とされています。 

 

例えば、小学校の金管バンドなどは、専門外での指導、時間外での

指導が多いことから、そういった指導員の配置が求められていると思

うがどうか。 

 

部活動指導員を町の非常勤職員として雇用するためには、身分の保

障・技能・勤務形態・報酬などの課題のほか人材の安定確保など課題

が多いため、教育委員会としては、当面、そうした指導員については

学校支援ボランティアの方のご協力をお願いしたいと考えています。 

先般、町体育協会の会議の場でも、部活動指導員の人材に係る情報

提供について協力をお願いしてきましたが、なかなか困難な課題です。
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日比委員 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

事務局 

(鈴木学校教育係長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

大岩委員 

 

 

 

 

なお、現在、国の方から部活動に係るガイドラインが発出されている

のは運動部関係だけでして、文化部関係については、今後、文化庁に

おいて検討が進められると聞いています。 

 

個人的には指導員でなくても、支援員・ボランティアの方でのよい

と考えています。専門的な知識や技術がある方から指導を得られれば、

画期的に変われるのにという思いはあります。 

 

他にご質問等もないようですので、続きまして「日程３議案第１５

号  南知多町いじめ防止基本方針の改定について」を上程させていた

だきます。事務局の説明をお願いします。 

 

(今回の南知多町いじめ防止基本方針の改定の理由としては、国の 

「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定に基づき、「愛知県い

じめ防止基本方針」が平成 29年 12月 27日改定されたことを受け、町

いじめ防止基本方針を改定する必要があるためであり、改定の主な内

容としては、国・県の改定事項に基づく改定、具体的には、まず、「第

２いじめの定義」において、けんかやふざけ合いであっても、いじめ

である可能性を認識する必要があることを新たに加えたこと、「第３関

係者の責務」として、学校の組織的対応の徹底及びいじめ解消後の再

発防止に十分留意することを新たに加えたこと、「第５学校としての取

組」において、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況や達

成状況を、学校評価に位置付けて評価し、いじめ防止等の取組の改善

を図ることを新たに加えたことを説明した。加えて、町いじめ問題専

門委員会での協議に基づき、いじめによる重大事態発生時において、

学校及び教育委員会が取るべき対応を具体化した旨説明した。また、

本件について、4月 16日から 5月 7日までの間、パブリックコメント

を実施したものの、提出された意見はなかった旨説明した。） 

 

事務局の説明が終わりました。これより審議に入ります。 

ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 

 

いじめによる重大事態発生時の対応フロー図において、「③保護者へ

の説明」が、「④学校が行う基本調査」「⑤基本調査の結果を町教育委

員会に報告」の前に、つまり、状況が把握できる前に行うのはいかが

なものでしょうか。 
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事務局 

(山下教育部長) 

 

日比委員 

 

 

 

事務局 

(山下教育部長) 

 

大森教育長 

 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

大森教育長 

 

 

 

事務局 

(森社会教育課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確かに「保護者への説明」は迅速に行う必要はありますが、ご指摘

のように状況把握が前提となりますので、変更させていただきます。 

 

対応フロー図の中には、「被害児童等」「子ども」「児童生徒」といっ

た用語が出てきますが、もう少し用語を整理する必要があるのではな

いでしょうか。 

 

当該用語を採用した経緯・理由を精査したうえで、変更させていた

だきます。 

 

他にご質問等もないようですので、これより採決に入ります。 

「議案第１５号  南知多町いじめ防止基本方針の改定について」、原案

どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員でありますので、議案第１５号につきましては、原案どお

り可決されました。 

 

続きまして「日程４ 議案第１６号 南知多町指定文化財の指定に

ついて（馬場区の山車）」を上程させていただきます。事務局の説明を

お願いします。 

 

（馬場区の山車は、上野間出身の立川甚右衛門重冨が中心となって製

作されたものであり、甚右衛門の子孫の家に遺された下絵に描かれた

図柄の彫刻が馬場の山車に取り付けられて現存していることから、作

者と製作年代が明らかである。木造の知多型山車であるが、前輪が前

壇の下に取り付けられているなど、甚右衛門が考案した構造が随所に

みられ、知多型山車の中でも独特な形状をしている。甚右衛門が関わ

った山車は、町内の内海では岡部区の山車や内福寺区の山車に、師崎

では的場区の山車などに見られ、本町の山車文化を考えるうえで重要

な山車である。立川流彫刻六代目棟梁の立川先生からも、大変貴重な

山車であり、文化財指定する価値は十分にあるという意見書をもらっ

ている旨を説明した。） 
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大森教育長 

 

 

坂口委員 

 

 

事務局 

(森社会教育課長) 

 

日比委員 

 

事務局 

(森社会教育課長) 

 

池戸委員 

 

事務局 

(森社会教育課長) 

 

大森教育長 

 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

大森教育長 

 

 

 

事務局 

(森社会教育課長) 

 

 

 

事務局の説明が終わりました。これより審議に入ります。 

ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 

 

町内にこうした山車は何台あり、うち、町文化財に指定されている

のは何台か。 

 

町内で牽かれている山車は 11台で、そのうち、現時点では２台が町

の文化財に指定されています。 

 

町の文化財に指定されると、どういったメリットがあるのですか。 

 

区民の山車への保存意識が高まること、そして、山車の修理にあた

り、町の補助金が活用できることなどがあげられます。 

 

この山車は、いつ頃の作でしょうか。 

 

最近の調査で分かったことですが、安政６年の作です。 

 

 

他にご質問等もないようですので、これより採決に入ります。 

「議案第１６号 南知多町指定文化財の指定について（馬場区の山

車）」、原案どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員でありますので、議案第１６号につきましては、原案どお

り可決されました。 

 

続きまして「日程５ 議案第１７号 南知多町指定文化財の指定に

ついて（大井区の山車）」を上程させていただきます。事務局の説明を

お願いします。 

 

（大井区の山車は極彩色の山車で、天保９年に現在の阿久比町にある

萩村で近隣の横松地区の宮大工によって建造され、その後、半田市の

二つの地区を経て大正年間に大井村に譲渡されたものである。当初は

萩村で新造されたものと考えられていたが、「虹梁」といわれる部材の

真ん中が切られつないだ跡が認められることから、古い山車の部材を
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大森教育長 

 

 

坂口委員 

 

 

 

事務局 

(森社会教育課長) 

 

 

 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

 

大森教育長 

 

再利用していたのではないかと考えられるようになった。現在の知多

型山車が出現する前の江戸時代中期から後期にかけては、現在の半田

市の亀崎、乙川地区で極彩色の山車が造られており、それらの地区で

江戸時代後期以降、新しい知多型山車に造り替えられていく過程で、

古い極彩色の山車は他地区に山車ごと譲渡されていく事例が認められ

ているが、亀崎の石橋組の山車や乙川の浅井山、殿海道山、西山各地

区の山車は、どこに譲渡されたか判っていなかった。こうしたことか

ら、大井の山車は、これら四つの地区の旧い山車の部材が使われて築

造された可能性が高く、知多の山車文化を考えるうえで重要な山車で

ある。立川流彫刻六代目棟梁の立川先生からも、大変貴重な山車であ

り、町文化財指定する価値は十分にあるという意見書をもらっている

旨を説明した。） 

 

事務局の説明が終わりました。これより審議に入ります。 

ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 

 

こうした山車を町の文化財に指定し、多額の修理費をかけていくこ

とになるのだから、町民への周知や活用を図るという意味からも、山

車祭りなどを検討してはどうか。 

 

山車祭りともなると、町内の山車を一か所に集めるということで、

その移動に多額の費用が必要になると考えられ、かなりハードルが高

いものと捉えています。 

現時点では、町のホームページでの情報発信を充実させる、例えば、

山車をいろいろな角度から見えるようにしたり、新たに把握できたこ

とを追記したり、理解が深められるよう工夫していき、各地域の祭礼

に足を運んでいただけるようにしていきたいと考えていますので、社

会教育課の方にご提案など、よろしくお願いします。 

 

他にご質問等もないようですので、これより採決に入ります。 

「議案第１７号 南知多町指定文化財の指定について（大井区の山

車）」、原案どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員でありますので、議案第１７号につきましては、原案どお

り可決されました。 
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大森教育長 

 

 

 

事務局 

(森社会教育課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

坂口委員 

 

 

事務局 

(森社会教育課長) 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

 

 

続きまして「日程６ 議案第１８号 南知多町指定文化財の指定に

ついて（東端区のからくり人形）」を上程させていただきます。事務局

の説明をお願いします。 

 

（東端区のからくり人形は、収納箱に明治２６年の墨書があることか

ら、これ以前に作られたものであることが判るが、作者については判

っていない。このからくり人形は神官と神子の２体で、湯取神事を演

じるものであるが、東端区においては江戸時代後期の天保年間に、付

近の廻船主たちから高宮神社に湯取神事に使用する鉄製大釜が寄進さ

れるなど、この地区において湯取神事は重要な行事であったことが判

る。こうしたことから、祭礼で牽かれる山車でからくり人形が湯取神

事を演じていることは、地域の伝統行事を長く継承するものとして重

要なことと考えられ、今後、からくり人形の操作や取り扱い方などを

正しい形で継承されていくことが望まれる。こうした意味においても、

からくり人形を文化財指定し、地域の伝統文化を継承していきたいと

考えている。立川流彫刻六代目棟梁の立川先生からも、大変貴重な人

形であり、町文化財指定する価値は十分にあるという意見書をもらっ

ている旨を説明した。） 

 

事務局の説明が終わりました。これより審議に入ります。 

ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 

 

東端区のからくり人形もせっかく修理するのであるから、例えば、

内田家などに展示して、皆さんに見てもらってはどうか。 

 

からくり人形の所有者である東端区の意向にもよりますが、町指定

の文化財になっているからくり人形は他にもありますし、また、南知

多町には貴重なからくり人形が多く、その研究成果とともに展示する

ことは意義深いことですので、一度検討してみたいと思います。 

 

他にご質問等もないようですので、これより採決に入ります。 

「議案第１８号 南知多町指定文化財の指定について（東端区のから

くり人形）」、原案どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 
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大森教育長 

 

 

大森教育長 

 

 

 

事務局 

(山下教育部長) 

 

 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

事務局 

 (蟹江指導主事) 

 

挙手全員でありますので、議案第１８号につきましては、原案どお

り可決されました。 

 

続きまして「日程７ 議案第１９号 教育委員会事務評価委員の選

任について」を上程させていただきます。事務局の説明をお願いしま

す。 

 

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条の規定による教

育委員会活動の点検及び評価を行うため選任するものであり、今年度

の教育委員会事務評価委員については、町女性団体連絡協議会からの

推薦で、平成 22年度の地域開発みちの会会長であった川口知里氏を、

もう一人は、町校長会からの推薦で、平成 29年度町小中学校ＰＴＡ連

絡協議会長であった坂口哲也氏を選任することを、事務局案として提

出した旨説明した。） 

 

事務局の説明が終わりました。これより審議に入ります。 

ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 

 

(質問・意見なし) 

 

ご質問等もないようですので、これより採決に入ります。 

「議案第１９号 教育委員会事務評価委員の選任について」、原案どお

り決することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員でありますので、議案第１９号につきましては、原案どお

り可決されました。 

 

次に、「日程８ 協議・報告事項その他自由討議」に入ります。 

「(1) 平成３０年度小中学校旅行・集団宿泊的行事について」及び

「(2) 不審者情報・緊急情報共有化広域ネットワーク活用訓練につい

て」、事務局の説明をお願いします。 

 

（平成３０年度の各小中学校の修学旅行及び林間学校の日程や行き

先等について説明した。また、平成３０年度における学校安全緊急情
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大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

事務局 

(森社会教育課長) 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

事務局 

(鈴木学校教育係長) 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

報共有化広域ネットワーク活用訓練の実施要項及び南知多町不審者情

報・緊急情報ネットワークについて説明した。） 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

(質問・意見なし) 

 

ご質問等もないようですので、次に、「(3) 後援申込みについて」、

事務局の説明をお願いします。 

 

（南知多町教育委員会教育長に対する事務委任規則により、教育長に

委任されている後援申込みに係る事務処理状況について、申込みのあ

った６件の事業概要等を報告した。） 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

(質問・意見なし) 

 

ご質問等もないようですので、次に、「(4)平成３０年度就学援助に

ついて」及び「(5)平成３０年度小中学校児童生徒数等の基本調査の結

果について」、事務局の説明をお願いします。 

 

（平成 30 年度の就学援助制度の概要、認定状況、今後の再審査の予

定、及び 30年度新入学生に対する入学用品費については今回より前倒

しして支給することにした旨説明した。 

また、平成 30年 5月 1日現在の町内小中学校の児童生徒数・教職員

数について説明した。） 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

(質問・意見なし) 

 

他に、ご質問等もないようですので、次に、「(6) 今後の児童生徒見

込みについて」、私から説明させていただきます。 
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大森教育長 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

事務局 

(山下教育部長) 

 

事務局 

(森社会教育課長) 

 

事務局 

(宮本給食センター長) 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

事務局 

(山下教育部長) 

 

 

大森教育長 

 

 

（今後の各小中学校の児童生徒数見込みについて説明した。） 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

(質問・意見なし) 

 

ご質問等もないようですので、次に、「(7) 学校教育課関係の行事予

定等について」、「(8) 社会教育課関係の行事予定等について」および

「(9) 学校給食センター関係の事業等について」、順次、事務局の説明

をお願いします。 

 

（学校教育課関係の 5月から 6月にかけての行事予定について、説明

した。） 

 

（社会教育課関係の 5月から 6月にかけての行事予定について、説明

した。） 

 

（6月分の給食献立原案について、説明した。） 

 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

(質問・意見なし) 

 

ご質問等もないようですので、（10）のその他に入ります。 

７月並びに８月の定例教育委員会の日程については、いかがでしょ

うか。 

 

７月の定例教育委員会は、７月 26日（木）に、８月の定例教育委員

会は、８月 28日（火）に開催したいと考えていますので、よろしくお

願いします。 

 

ご質問、ご意見等がありましたらお願いします。 
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大森教育長 

 

 

 

 

 

 

(質問・意見なし) 

 

ご質問等もないようですので、以上で本日の予定はすべて終了いた

しました。 

これをもちまして定例教育委員会を閉会いたします。 

どうもありがとうございました。 

 

 

 

 


